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はじめに 

 

 

横浜市では昭和４０年代から５０年代にかけての人口急増期に、２００校以上の小学

校・中学校の新設校を設置してきた。しかし、近年、街の成熟化や少子高齢化を受け、児

童・生徒数が減少した地域も多くなっており、また一方で、大規模工場跡地へのマンショ

ン建設等により、児童・生徒数が急増している地域も見受けられた。 

 

こうした結果として、学校規模と児童・生徒数の分布に不均衡が生じ、あわせて通学区

域に関する課題を抱えた地域も発生してきた。このような状況を踏まえ、平成１５年に「横

浜市立小・中学校の規模及び配置の適正化並びに通学区域制度の見直しに関する基本方針」

を策定したうえで、方針に基づき小規模校の再編統合・過大規模校の対策等の通学区域制

度や学校規模の適正化のための方策を積極的に進め、一定の成果をあげることができた。 

現在もこれまでの基本方針に基づき適正化を推進しているが、取組が進捗してきたこと

で、現行の基本方針では解決できない問題や学校施設に関する新たな課題等も発生してき

ている。また、基本方針を策定してから５年以上経過しているため、時代のニーズに合わ

せた方策も必要となっている。 

 

そこで、方針に基づき推進してきた事業の振り返りや現在の状況などを考慮したうえで、

これまでの基本方針の見直しを行うため、学識経験者・保護者代表・地域代表・学校関係

者等からなる「横浜市立小・中学校の規模及び配置の適正化並びに通学区域制度の見直し

に関する基本方針」検討委員会を平成２１年９月に設置し、延べ７回の検討委員会で議論

していただいた。議論していただいた内容については、平成２２年７月に提言として教育

委員会へ提出された。 

 

 この検討委員会の提言を踏まえ、市立小・中学校の教育水準の維持向上を引き続き図る

ため、このたび、通学区域制度と学校の適正規模に関する基本方針を新たに策定する。 

この基本方針では、子どもの教育環境改善に向けて、少子化の影響により今後見込まれ

る児童・生徒数の減少や他の教育施策、厳しい財政状況等を踏まえたうえでの考え方を示

した。今後、これからの子どもたちにとって、大きな教育効果が得られるよう、この方針

に基づき事業を推進する。 
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第１章  現 状 

 

 

 

 (1) 児童・生徒数の推移 

横浜市の児童数は、昭和５５年度の 286,617 人をピークに、その後平成１２年度の

175,940 人まで減少を続け、ピーク時の約６１％となっている。 

平成１３年度以降は緩やかな増加傾向にあり、平成２１年度には 193,390 人とピー

ク時の約６７％となっている。しかし平成２２年度は 192,629 人と再び減少に転じて

いる。 

また、生徒数については、

児童数のピークより６年遅

れて昭和６１年度の136,249

人をピークに減少を続け、平

成１６年度には 71,314 人と

なり、ピーク時の約５２％と

なっている。その後はやや増

加傾向が見られ、平成２２年

度には 76,964 人と約５６％

になっている。 

 

 

 

 

 

(２) １校あたりの児童・生徒数の推移 

   児童・生徒数のピーク時には、１校あたり 1,000 人を超えていたが、現在では児童・

生徒数ともに１校あたり約 500 人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１校あたりの児童・生徒数の推移
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【小学校】
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(３) 学校規模の推移 

小規模校について、小学校では再編統合や児童数増により減少しているが、中学校で

は通学区域の広さにより再編統合が進まないことや、生徒数減などの理由から増加傾向

にある。 

また、大規模な学校は長いスパンでは確実に減っているが、ここ数年はやや増加傾向

が見受けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出典＞横浜市教育委員会調べ 
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(1) 今後の児童・生徒数の推移 

平成２２年度義務教育人口推計では、小学校の児童数が、平成２８年度まで減少して

いく傾向となっている。また、中学校の生徒数も緩やかに減少していく傾向になってい

る。 

また、長期的な推計の『横浜市将来人口推計』によると、横浜市の総人口は今後も増

加を続け、１０年後の平成３２年には３７４万人となり、ピークを迎えることになる見

込みとなっている。 

これに対して０～５歳の幼児数は、今後も一貫して減少していくと推測されている。

また６～１１歳の児童数や１２～１４歳の生徒数も減少していく見込みとなっている。 

横浜市の人口は今後も増加傾向にあるが、年少人口（１４歳以下の子どもの数）につ

いて、減少傾向にあり、数年後に年少人口減少期に転じていくことが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市都市経営局作成 『横浜市将来人口推計（2008年11月）』よりデータ作成 

平成 17 年国勢調査の結果を基準人口とした、コーホート要因法（出生・死亡・転

出入を個別に推計し合算）による 2030（平成 42）年までの推計値。 

２ 今後の推移 
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(2) 今後の小規模校、大規模な学校の推移 

平成２２年度義務教育人口推計では、今後、小学校の小規模校が増加する見込みであ

る。小学校の小規模校が平成２２年度には３０校だったのに対して、平成２８年度には、

５６校まで増加する見込みとなっている。これは、これまでの基本方針及び再編統合の

検討を始めた平成１５年度を上回る校数になっている。中学校の小規模校は、平成２８

年度まで増加する見込みはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また、今後の２５学級以上の大規模な学校は、ともに年度により多少の増減は見られ

るものの、横ばいで推移している。また、中学校でも２５～３０学級の学校については

横ばいで推移し、平成２３年度以降に過大規模校が発生する見込みとなっているが、新

設校の設置により解消される予定である。 
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第２章  課 題 

 

 

 

(1) 通学区域制度を取り巻く課題 
今後の児童・生徒数の減少状況、学校施設の状況などによっては、平成１５年度の基

本方針で定めた通学距離、学校規模の考え方では対応が困難となり、これらを再度検

討する必要がある。 

その一方で、横浜型小中一貫教育の実施、他の中・長期の施策の検討など、通学区域

制度やそれを取り巻く状況も刻々と変化しており、それら諸施策との整合性等の検討

も必要となってきている。 

 

(2) 適正な通学距離について 
これまでの基本方針では、徒歩での通学を前提に、児童・生徒の体力、生活に対する

影響を考慮し、望ましい通学距離は、小学校では片道おおむね２㎞以内、中学校では

片道おおむね３㎞以内としている。 

この基準に基づき、これまで適正な通学距離・通学時間となるように通学区域変更な

どの諸方策を進めてきた。 

しかし、このような方策を講じても、指定校までの通学距離が望ましい通学距離を超

えてしまうケースや、再編統合を進める際に、複数の学校の通学区域を１つの通学区

域とすることにより、再編統合校の通学区域が適正な通学距離を超えたものになって

しまうというケースが発生してきている。 

また、調査によれば、遠距離通学者の在籍する学校はここ数年間で減少傾向にあるが、

遠距離通学をしている児童・生徒数は増加している。これは、大規模な集合住宅の開

発等により、市内の特定の地域において、遠距離通学者が増加していることが原因で

あると考えられ、今後はその対策の検討が必要となっている。 

 

(3) 通学区域の弾力化の方策について 
これまで基本方針に基づき、保護者や地域の信頼に応える学校づくりを推進するため、

また学校選択の機会を拡大していく観点から、通学区域の一層の弾力化を推進してき

た。 

特別調整通学区域制度については、通学区域・通学距離の適正化という観点から、そ

の設定区域を拡大しており、指定地区外就学許可制度については、許可理由基準の緩

和や申請手続きの簡素化を行い、一定の効果が上がっていると考えられる。通学区域

特認校制度についても、制度導入から４年が経過しているが、導入当時と比較して指

定校数や就学許可数も増加しており、一定の効果が上がっている。 

しかし、横浜市が平成２１年度に行った「横浜市通学区域制度に関する意識調査」に

よると、各制度の認知度が低く、十分な周知がなされていないことが課題となってい

るため、広く制度を周知するための取組が必要となっている。 

また、学校選択制については通学区域の弾力化の一方策として検討すべきものである

が、その目的を明確に位置づけることや、地域・保護者ニーズの把握及び先行導入し

た他都市の検証であげられているような課題を解決するための、具体的な方策を検討

する必要がある。 

１ 通学区域制度の課題 
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(1) 適正な学校規模の考え方について 

今後減少すると見込まれる児童・生徒数の推移を踏まえ、これまでの基本方針に定め

られている学校規模の基準について、改めて確認する必要がある。 

具体的には、現行の基本方針では明確に位置づけられていない、中学校における  

９～１１学級及び小・中学校における２５～３０学級の規模を位置づけ、諸施策の推進

にあたっての判断基準としていく必要がある。 

また、学校の施設規模が適正規模の範囲にある場合でも、教室不足により仮設校舎を

設置しているなどの場合、その解消を含めた対策の検討が必要である。 

 

(2) 過大規模校の対策について 

今後減少すると見込まれる児童・生徒数の推移を踏まえ、現行の分離新設による対応

策だけではない、過大規模校の解消策の検討が必要となってきている。 

また、市内においては、交通網の整備などによる新たな都市計画や住宅開発等によっ

て、地域的に児童・生徒数が急激に増加し、これに対応するための校舎の増改築を行う

スペースの確保や教室の内部改修が実施できない状況が発生している。 

   

 

２ 学校規模の適正化の課題 

【参考】本市で現在推進している通学区域の弾力化の制度内容 

◎特別調整通学区域制度 

学校の施設及び、通学路の状況等を考慮し、指定校（正規校）又は教育長が定

める指定校以外の学校（受入校）のいずれかを選択できる制度 

 

◎指定地区外就学許可制度 

児童・生徒のおかれた個々の事情を判断し、住所によって指定された学校以外

の学校に通学することができる制度 

 

◎通学区域特認校制度 

基礎・基本の習得など、必要な教育水準を備えたうえで、新たな取組を実践し

ている学校「パイオニアスクールよこはま(PSY)」及びその指定を受けた実績が

あり引き続き特色ある教育を実践していく学校の中から、各学校からの発意や施

設状況等により教育委員会が指定する学校について、保護者が、真にその通学区

域特認校の有する特色の中で児童・生徒に教育を受けさせたいという場合に、通

学区域外から通学状況等の条件について考慮したうえで、その通学区域特認校へ

の就学を認める制度 
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(3) 小規模校の対策について 

今後、少子化に伴い小規模校は増加すると見込まれるが、現行の基本方針での小規模

校対策では、小規模校を解消することが困難な地域が多くなることが予想される。 

《これまでの取組の中で小規模校の再編統合が進んでいない理由》 

① 再編統合すると適正な通学距離が保てない 

これまでの再編統合では、適正な通学距離（小学校片道おおむね２㎞以内、中学校片道お

おむね３㎞以内）が保てる範囲で再編統合が進められてきたため、適正な通学距離を超える

学校の再編統合が進んでいない。 

② 近接した再編統合の対象となる小規模校がない 

これまで、小規模校が隣接する学校においては、おおむね再編統合が進んでいるが、適正

規模校と隣接する小規模校は、再編統合をする学校がないため小規模校として残り、小規模

化が著しい場合でも再編統合が進まない地域がある。 

③ 学校施設の規模に限界がある 

既存の学校の施設規模で、再編統合校の児童・生徒を収容できない場合には、再編統合を

進めることが難しくなっている。再編統合により、少人数指導で活用している多目的教室な

どの教育上必要な諸教室を確保することが困難になり、再編統合が進まない地域もある。 

 

これまでも、小規模校を解消できない学校では、小規模校のメリットを生かした教育

を推進しているが、小規模校におけるデメリットで問題が発生した際に、問題が解決し

にくいという課題がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学校は人口急増期の昭和４０年代、５０年代に大量に整備されており、現在、

これらが老朽化し、今後、学校施設の状況によっては、多くの学校で建替え需要が発生

する見込みとなっている。 

また、教育関係の施設整備費や維持保全費が減少しているなか、学校の数はほとんど

変化していないため、１つの学校に充てることのできる経費が減少している。 

再編統合を考えるにあたり、このような状況も考慮に入れる必要がある。 

３ 学校施設に関する新たな課題 

【参考】小規模校のメリット・デメリット 

◎メリット 
・子ども同士よく知り合うことができ、人間関係を密にすることができる。 
・縦割り学習などを通して、異学年と関わる機会が増える。 
・教職員が校内全員の子どもをより深く理解し、個に応じた指導を行いやすい。 

 

◎デメリット 
・小学校１１学級以下ではクラス替えのできない学年が生じ、人間関係などに問題が生じた
 場合、解決が困難になりがちである。また、中学校８学級以下では効果的なクラス替えが
 できる各学年３学級以上を確保できず、総合的な学習等における課題別学習、部活動等の
 選択幅が限られやすい。 
・単学級の場合、一人の教職員が学級経営や教科経営を行うため、独自の判断になりがちで、
 切磋琢磨の機会も制限される。 
・一人の教員が担当する校務分掌（児童・生徒指導等）が多くなり、学級経営、教科研究な
 どに費やす時間が制約を受ける。 
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第３章 新たな通学区域制度及び学校規模の適正化方策 

 

 

 

(1) 通学区域制度の法的根拠 

学校教育法施行令第５条第２項により、「市町村の教育委員会は、当該市町村の設置

する小学校又は中学校が２校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予

定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。」と定められている。

これを受けて、「横浜市立小学校及び横浜市立中学校の通学区域並びに就学すべき学校

の指定に関する規則」により、通学区域を定め、これに基づき就学すべき学校を指定し

ている。 

 

(2) 通学区域制度の基本的な考え方 

現行の通学区域制度は、義務教育について、その適正な規模の学校と教育内容を保障

し、これによって教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的としている。 

横浜市では現在「学校運営協議会」や「学校評議員制度」などで、地域・保護者の方

が学校運営に参画していただく方策を推進している。また、学校は、地域コミュニティ

の場としての役割が高くなっている現状において、学校に通う子どもたちが自分達の生

活圏の中で学校を捉え、同じ地域の中で成長していくことが重要となっていることから、

今後も、現行の住所によって就学すべき学校を指定する通学区域制度を基本とする。 

その上で、指定校が必ずしも直近校ではないなど、通学時間・通学距離に関する問題

や、地域コミュニティの関係として、同一自治会・町内会の子どもが同一の学校に通え

ない、あるいは小学校の通学区域が複数の中学校の通学区域にまたがっているなどの問

題、また保護者等市民から一層の弾力化を望む声が多くあり、このような通学区域に関

する問題を解消し、子どもの教育環境を改善するため、通学区域の変更・調整や通学区

域の弾力化の方策を、保護者・地域住民の理解や協力を得ながら進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 
○学校運営協議会 

保護者や地域住民の声を学校運営に直接反映させ、保護者・地域・学校・教育委員会が一体となっ
てより良い学校を作り上げていくことを目指すもので、設置については、保護者や地域住民の意向や
ニーズを踏まえて、教育委員会が決定している。 
 
平成１６年 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（昭和３１年法律第１６２号）の一部改正
平成１７年 「横浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」 

第２条 協議会は、学校運営に関して横浜市教育委員会及び校長の権限と責任のもと、保護者や地
域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住
民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童・生徒の健全育成に取り組む
ものとする。 

 
○学校評議員制度 

地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携しながら、特色ある教育
活動を展開するため、校長が保護者や地域の方々の意見を幅広く聞くための制度。 
 

平成１２年 「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」 
→平成１０年の中教審答申「我が国の地方教育行政の今後の在り方について」を踏まえ、校長のリー

ダーシップのもと、組織的・機動的な学校運営が行われるよう、学校教育法施行規則等の必要な規
定を整備し、児童・生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある教育活動の推進を図る。 

１ 通学区域制度 
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(3) 通学区域設定にあたっての考え方 

「学校規模」、「通学時間・通学距離」、「通学安全」、「地域コミュニティとの関係」、

「小学校・中学校の通学区域」を総合的に配慮して設定する。 

 設定にあたっては道路、鉄道、河川等で地形的に通学区域が区分されていることが

望ましい。 

① 学校規模 

小規模校と大規模な学校が隣接するなど、学校規模に不均衡が生じている場合

は、各学校が適正規模となるように、通学区域の設定・変更等を検討する。 

② 通学距離 

横浜市では、市域の大半が市街地であり、その道路交通事情等の状況を踏まえる

と、自転車通学は困難であることから、徒歩による通学を原則とする。徒歩での通

学を前提に、児童・生徒の体力・通学安全などを総合的に勘案し、望ましい通学距

離は、小学校では片道おおむね２㎞以内、中学校では片道おおむね３㎞以内とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 通学安全 

児童・生徒の通学時における安全を確保するため、道路交通事情をはじめとする

通学路の安全環境を見極めた上で通学区域の設定・変更等を検討する。 

④ 地域コミュニティ（自治会・町内会等） 

自治会・町内会区域を分割する通学区域において、地域からまとまった要望が出

た場合は、同一の自治会・町内会の子どもが同一の学校に通学することができるよ

うにするなどの見直しを検討する。 

⑤ 小学校・中学校の通学区域 

小学校の通学区域が２校以上の中学校の通学区域に分かれている場合で、同一中

学校への進学者が極端に少なくなるときには、多数の進学者と同一の中学校に就学

できるように通学区域の設定・変更、または、特別調整通学区域の設定等を検討す

る。 

さらに、横浜型小中一貫教育の推進を考慮した通学区域の設定・変更等を検討す

る。 

 

 

 

 

 

【参考】国の通学距離の考え方 

○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第４条 

                            （適正な学校規模の条件）

第１項第２号 通学距離が、小学校にあつてはおおむね４キロメートル以内、中学校に

あつてはおおむね６キロメートル以内であること。 

第３項 統合後の学校の（中略）通学距離が第１項（中略）第２号に掲げる条件に適合

しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して

適当と認めるときは、当該（中略）通学距離は、同項（中略）第２号に掲げる条件に

適合するものとみなす。 
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(4) 通学区域の適正化方策 

「通学区域の変更」、「特別調整通学区域の設定」を基本として調整し、適正化を進

める。 

① 通学区域の変更 

通学時間・通学距離、通学安全、地域コミュニティとの関係、小学校・中学校の

通学区域、学校の受入れ能力等に支障がない場合、通学区域の変更により適正化を

図ることを基本とする。 

② 特別調整通学区域の設定 

通学区域の変更が諸事情により難しい場合は、特別調整通学区域の設定を検討す

る。 

③ その他の方策 

「通学時間・通学距離」「通学安全」に関する課題が通学区域変更や特別調整通学

区域の設定で解消できない場合、または諸事情によりその変更や設定ができない場

合には、状況に応じた通学環境改善策や通学支援策も検討する。 

今後、小規模校の統合やその他状況の変化に対応し、「通学時間・通学距離」「通

学安全」に影響を及ぼす可能性がある場合は、地域状況に応じて特別な支援策につ

いても検討する。 

 

 (５) 通学区域の弾力化 

保護者や地域の信頼に応える学校づくりを推進するため、また学校選択の機会を拡大

していく観点から、学校運営や地域コミュニティに配慮しつつ、通学区域の一層の弾力

化を推進する。 

① 特別調整通学区域制度 

通学区域の適正化などの観点とあわせて、市民ニーズへの対応など学校選択の機

会を拡大していく観点から、特別調整通学区域の設定の検討を進める。 

② 指定地区外就学許可制度 

これまで許可基準の緩和や申請手続きの簡素化を図ってきたが、今後も引き続き

制度を周知する工夫や、必要に応じて許可基準の見直しを検討する。 

③ 通学区域特認校制度 

特認校各学校の特色面や、制度の認知度の面など、制度導入から現在まで課題と

なる部分の解消を含め、引き続き現行制度をより周知するための取組を進めるとと

もに、現在の制度内容の見直しを検討する。 

④ 学校選択制 

通学区域の調整をはじめ、特別調整通学区域制度、指定地区外就学許可制度、通

学区域特認校制度など、学校選択の機会を拡大する観点から通学区域の弾力化を推

進しているが、現行の通学区域制度では、子ども・保護者からの要望に十分に応え

られていない面がある。 

そこで、これらの状況を総合的に勘案し、学校運営や地域コミュニティに大きく

影響しない範囲で、従来実施してきた制度にあわせて、一定の制限を設けた上で更

なる学校選択機会の拡大のための新たな方策としての学校選択制について、他都市

における課題の研究とともに、保護者や地域、学校関係者などからの意見や、ニー

ズを把握しながら検討を進める。 
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(1) 適正な学校規模の考え方 

教育効果との相関、教員配置など教育指導面における充実や管理運営面、学校施設・

設備の効率的使用などから総合的に判断し、次のとおり、適正規模等の範囲を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模校（小学校１１学級以下・中学校８学級以下） 

○小学校は、１１学級以下ではクラス替えのできない学年が生じるため、人間関係 

 などに問題が生じた場合、解決が困難になりがちである。 

○中学校は、効果的なクラス替えができる各学年３学級以上を確保できず、総合的 

 な学習等における課題別学習、部活動等の選択幅が限られやすい。 

○友人や学級間の交流が少なくなるため、行動範囲や対人関係が狭まり、切磋琢磨 

 する機会にも恵まれにくい。そのため、人間関係を修復したり広げたりしていく 

 力や社会性が育ちにくい。 

○単学級の場合、一人の教員が学級経営や教科経営を行うため、独自の判断になり 

 がちで、切磋琢磨の機会も制限される。 

○一人の教員が担当する校務分掌（児童・生徒指導等）が多くなり、学級経営、教 

 科研究などに費やす時間が制約を受ける。 

○教職員の出張や欠勤などがあった場合、補欠授業が組みにくい。 

○特別教室、体育館、プール等の施設・設備の活用率が低くなりがちである。 

○ＰＴＡ会員が減少するために、役員が固定化しやすく、また学校行事などの面で、

保護者の負担が大きくなる。 

 

 

 

 

準小規模校（中学校９～１１学級） 

○効果的なクラス替えができる３学級以上を確保できる。 

○適正規模校より全体の生徒数が少ないため、総合的な学習等における課題別学習

や部活動の選択の幅が狭くなる場合がある。 

 

 

 

２ 学校規模の適正化 

  11 12 24 25 30 31  (学級数)

小学校 小規模校 
適正規模校 大規模校 過大規模校

中学校 小規模校 準小規模校

 8 9 11 12 24 25 30 31  (学級数)

各規模別の特性 
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適正規模校（１２～２４学級） 

 

 

小学校（１学年２～４学級） 中学校（１学年４～８学級） 

○各学年２学級以上あることにより、ど

の学年でもクラス替えができる。 

○各学年２学級以上あることにより、総

合的な学習等における課題別の活動や

特別活動等の充実を図りやすい。 

○各学年４学級以下であることにより、

児童一人ひとりの個性の伸長、個に応

じた適切な教育を行いやすい。 

○各学年４学級以上あることにより、総

合的な学習等における課題別の活動や

選択教科の範囲を広げやすい。 

○全校で１２学級以上あることにより、

原則として各教科複数の教科担当が配

置でき、それぞれの教科で組織的な教

科経営や生徒指導がしやすい。 

○各学年８学級以下であることにより、

生徒一人ひとりを確実に把握し、適切

な教育を行いやすい。 

大規模校（２５～３０学級） 

○保有教室数や特別教室等が充足している場合は、教育指導面において適正規模校と

遜色ない教育を進めることができる。 

○児童・生徒一人あたりの校舎面積、運動場面積が著しく狭い場合は教育内容に支障

が生じる。 

過大規模校（３１学級以上） 

○児童・生徒一人ひとりの個性や行動を把握し、児童・生徒指導を充実させるには規

模が大き過ぎる。 

○１つの学校としての一体感を保ち、十分な共通理解を図る面で規模が大き過ぎる。

○特別教室、体育館、プール等の施設を使用する授業の割り当てが難しくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】国の標準規模・適正規模に関する考え方 

○学校教育法施行規則 

第４１条 小学校の学級数は、１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、地域の実態

その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。 

第７９条 第４１条から第４９条まで、・・・（略）・・・第６８条までの規定は、中学校に準用

する。（以下略） 

 

○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第４条（適正な学校規模の条件） 

第１項第１号 学級数がおおむね１２学級から１８学級までであること。 

第２項 ５学級以下の学級数の学校と前項第１号に規定する学級数の学校とを統合する場合に

おいては、同項同号中「１８学級」とあるのは、「２４学級」とする。 

第３項 統合後の学校の学級数（中略）が第１項第１号（中略）に掲げる条件に適合しない場

合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めると

きは、当該学級数（中略）は、同項第１号（中略）に掲げる条件に適合するものとみなす。 
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(2) 学校規模の適正化方策 

ア 基本的な考え方 

 基本的な学校規模の適正化方策については、保護者・地域住民の理解や協力を得な

がら、通学区域の変更や弾力化等の手法を検討し実施することにより、小規模校、大

規模・過大規模校の解消を進め、子どもの教育環境の改善を図る。 

 また、適正規模校でも、教室不足で仮設校舎が設置されていたり、将来的に教室不

足が生じる恐れがある場合は、早期に通学区域の変更や弾力化等の手法を検討し実施

することで、仮設校舎や教室不足の解消を図る。 

 

 

イ 大規模・過大規模校対策 

交通網の整備などによる新たな都市計画や、住宅開発等による児童・生徒の急増に

より、大規模校や適正規模校が過大規模化することが見込まれる場合や教室不足が見

込まれる場合には、学校の分離新設や増築等による対策だけではなく、早期に大規模

な通学区域の変更等を進めていく必要がある。 

また、通学区域調整による方策だけでなく、指定校以外の学校へ就学を認める取組

を検討するなど、新たな適正化の方策の検討を進める必要がある。 

分離新設をする条件としては、次のとおりとする。 

 

 

◎分離新設を検討する条件 

 学級数が３１学級以上の過大規模の状態が続き、通学区域の変更等によってもそ

の解消を図ることが困難な場合。ただし、施設、教育内容、児童・生徒指導などに

支障がない場合はこの限りではない。 

 また、大規模校（２５～３０学級）で、次のような条件に該当する場合も総合的

に検討する。 

 

① 児童・生徒一人あたりの校舎面積、運動場面積が著しく狭い場合。 

 （文部科学省が定める小・中学校設置基準に比べて著しく狭い場合又は学校行事

での使用等に制約を受ける場合。） 

② 設置当初から保有教室数が少なく、かつ増築のスペース確保や内部改修等が

できない場合。 

③ 分離新設による通学区域の変更にあわせ、隣接校の大規模校化の解消が図られる

場合。 

 

  なお、分離新設を検討する場合、分離新設するための予定地の確保状況を考慮に

入れる。 
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ウ 小規模校対策 

小規模校の問題を解消し、教育環境を改善するとともに、効果的・効率的な学校

経営を行うために、地域と十分に調整を図り、保護者・地域住民の理解と協力を得

ながら、通学区域の変更等を行い学校規模の適正化を推進する。 

また、通学区域の変更・弾力化等が実施できない場合や実施によっても小規模校

が解消しない場合については、学校の統合について検討を進めることとする。 

 

◎統合の対象となる地域 

① 小規模校の学校が複数近接する地域   

② 小規模校と適正規模校が近接する地域 

（ただし、統合校の規模が恒常的に２５学級以上（大規模校）となる場合は除く。） 

③ 小学校または中学校が小規模校で学校が近接しており、同一敷地内で施設の共

用等による小中併設校の設置ができる地域 

④ 小規模化の進行が著しく、教育環境確保のため早急な対応が必要な地域 

※ 準小規模校を含め、将来小規模化が予測される学校も、小規模校と同様に対象と

する。 

 

◎統合の方法 

既存の学校施設を活用して統合することを基本とし、既存の学校施設の規模が不

足する場合は、施設拡充により対応することも検討する。また原則として、統合に

伴う新設校の建設は行わないこととするが、既存の学校施設について建替えの検討

が必要な時期にきている場合は、これも考慮する。 

 

◎統合の進め方 

  保護者・地域住民の理解と協力を得られるよう「小規模校再編検討委員会」（仮称）

 等を設置し、十分調整をする。 

 

◎統合時の配慮事項 

① 統合の対象校の児童・生徒及び保護者・地域住民に対しては、対象であること

の周知と課題の共有を早期に積極的に行う。 

② 児童・生徒の教育環境が低下することがないよう統合校の施設に配慮する。 

③ 統合前後の過程において、児童・生徒の心理的負担の軽減に努める。 

④ 小学校の統合については、横浜型小中一貫教育の観点から、中学校通学区域や小

中一貫ブロックに配慮する。 

⑤ 統合により適正な通学距離が保てない場合、通学支援策を検討し実施する。 

 

◎統合によって生み出される旧学校施設の利活用 

統合によって生み出される土地、建物については、地域のニーズにも配慮した幅

広い視点から、利活用の検討を行う。 
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エ 学校施設に関する新たな課題に対する方策 

小規模校対策としてだけの統合ではなく、校舎の経過年数を踏まえ、建替えを考慮

した統合を推進する。 

また、経費節減のための建替えによる統合、及び大規模な学区調整により、増築な

どの施設整備にかかる費用軽減を検討する。 
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(1) 計画の推進 

基本方針に基づく通学区域制度や学校規模の適正化を推進するにあたっては、児童・

生徒やその保護者、さらには地域にとって重要なことであるため、市民ニーズ等も踏

まえつつ、統合など中期的な視点で計画的に実施していくものとする。 

また、住宅建設の動向など児童・生徒数を変動させる諸要因を見極める必要があるた

め、毎年度の義務教育人口推計を基に、年度ごとに計画を作成・公表し、実施してい

くものとする。 

 

(2) 情報の提供 

小・中学校の通学区域に関する情報は、児童・生徒やその保護者にとって重要な情報

である。また、学校は、地域社会との深いかかわりをもっており、通学区域は、まち

づくりを考える際の地域社会の基盤を形成する単位として、また、地域防災の観点か

らも重要な要素となっている。 

このため、これまでも教育委員会のホームページなどを通じて情報提供に努めてきた

が、今後も今まで以上に通学区域制度や学校規模に関する諸施策について、保護者を

はじめ広く市民の皆様に周知するなど積極的な情報の提供を推進する。 

 

(3) 通学区域等に関する相談機能等 

通学区域の設定・変更、就学指定等に関する相談は今後増加することが予測される。 

そこで、通学区域や就学指定について、市民サービス向上の視点から、通学区域、就

学指定に関する相談体制を充実する方策を検討し、方面別学校教育事務所との連携や

区役所との調整を検討する。 

 

(4) 基本方針の見直し 

この基本方針は、学級編制基準の改訂等の教育制度改革や市民ニーズの変化等社会情

勢を踏まえて必要に応じて見直すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他の方策についての考え方 
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「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」の全体像

（目的）市立小・中学校の教育水準の維持向上を引き続き図るための提言※を踏まえ、
    通学区域の適正化・弾力化及び学校規模の適正化を推進する。 
 ※「横浜市立小・中学校の規模及び配置の適正化並びに通学区域制度の見直しに関する基本方針」検討委員会の提言 

児童・生徒数は今後減少傾向 

小学校の小規模校の数も増加 

 

 

 

 

【平成２２年度義務教育人口推計】 

３０校 

平成 22 年度 

５６校 

平成 28 年度 

１ 現状 

３－１ 新たな通学区域制度の弾力化・適正化方策 

通学区域制度 学 校 規 模 

児童・生徒数の減少、 
横浜型小中一貫教育、 
学校施設の状況等 

再編統合の際、適正な通
学距離を超えるケースが
発生 

弾力化に関する諸制度の周知方法

の工夫、学校選択制について課題

解決のための具体的方策の検討 

今後の状況を踏まえた 
学校規模の基準の再確認 

小規模校を解消すること
が困難な地域が多くなる
見込み 

分離新設によらない適正
規模化方策の検討 
（過大規模校） 

学校施設に関する 
新 た な 課 題 

 ○ 人口急増期に大量に整備された学校が老朽化し、多くの学校で建替え需要が発生する見込み。 

 ○ 施設整備費や維持保全費の減少に伴い、１つの学校に充てられる経費が減少。 

２ 課題 

○ 通学区域調整等で適正化を推進。必要に応じ通学環境改善策、通学支援策を検討。 

○ 保護者や地域の信頼に応える学校づくりを推進するため、また学校選択の機会を拡大していく観点から、

通学区域の一層の弾力化を推進。 

○ 弾力化に関する諸制度は、周知方法を工夫し、学校選択制については保護者や地域、学校関係者などから

の意見やニーズを把握して引き続き検討。 

＜通学区域の弾力化と適正化方策＞

 

小規模校数の推移
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校

小学校　１１学級以下 中学校　８学級以下

およそ２倍！ 

今後も住所によって就学すべき学校を指定する通学区域制度を基本。 

「学校規模」、「通学時間・通学距離（望ましい通学距離は小学校片道おお

むね２㎞、中学校片道おおむね３㎞以内）」、「通学安全」、「地域コミュニテ

ィとの関係」に加え、「横浜型小中一貫教育」を考慮した通学区域の設定。 

＜通学区域制度の基本的な考え方＞ 

＜通学区域設定にあたって考え方＞ 

平成 15 年度～22 年度は実数値 

平成 23 年度以降は推計値（40 人学級編制）
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 ３－２ 新たな学校規模の適正化方策 

《統合の対象となる地域》 
 

①小規模校の学校が 

 複数近接する地域 

 

 

 

 

②小規模校と適正規模 

 校が近接する地域 

③小・中学校が小規模で近接し、施設共用等

により、小中併設校の設置ができる地域 

《統合の方法》 
既存の学校施設を活用して統合することを基本とし、施設規模が不足する場

合は、施設拡充により対応することも検討。また、新設校の建設は行わないこ

ととするが、既存の学校施設の建替時期についても考慮 

 

 

 

《統合の進め方》 
保護者・地域住民の理解と協力

を得られるよう検討委員会を設置

し、十分に調整 

《統合時の主な配慮事項》 
◎統合の対象校の

周知と課題の共

有の推進 
 

 

◎児童・生徒の心理

的負担の軽減 

 

◎適正な通学距離

が保てない場合

の通学支援策 

 

小規模校 

＋ 

小規模校 小規模校 

＋

適正規模校 Ａ小学校

＋

Ｂ中学校 ＡＢ小中一貫校

※準小規模校を含め、将来小規模化が予測される学校も、小規模校と同様に対象とする。 

 

Ｂ学校 

＋ Ｂ学校を施設拡充し

統合校に 

Ａ学校 

9 12 24 30 （学級数） 

適 正 規 模 校
小学校 １２～２４学級（１学年２～４学級）中学校 １２～２４学級（１学年４～８学級） 

小 規 模 校 
小学校  11 学級以下  

中学校  ８学級以下 

大 規 模 校
小・中学校 ２５～３０学級 

準 小 規 模 校
中学校 ９～１１学級 

小 学 校

○ ３１学級以上の過大規模の状態が続き、通学区域の変更等によってもその解消を図る

ことが困難な場合、分離新設を検討。（施設・教育内容・児童生徒指導などに支障のない場合は除く。）

○ 分離新設等だけでなく、早期に通学区域の変更調整等を実施。また指定校以外の学校

への就学を認める取組など、新たな適正化方策を検討。 

○ 分離新設を検討する場合、分離新設するための予定地の確保状況等も考慮。 

中 学 校

過 大 規 模 校
小・中学校 

31 学級以上 

8 11 25 31 

 

○ 計画の推進  ○ 情報の提供  ○ 通学区域等に関する相談機能等  ○ 基本方針の見直し 

４ その他の方策 

（考え方） 教育効果との相関、教員配置など、教育指導面における充実や管理運営面、学校施設・設備の効率

的使用などから総合的に判断し、適正規模等の範囲を設定。

《学校施設に関する新たな課題に対する方策》 

 小規模校だけでなく校舎の経過年数を踏ま

え、建替えを考慮した統合を推進するなど、施

設整備にかかる費用軽減も検討。 老朽化したＡ校 老朽化したＢ校

＋
建替えを伴う統合

通学区域の変更や弾
力化等が実施できな
い場合や、実施しても
解消が見込まれない
場合は、学校の統合に
ついての検討を推進。 
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